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歯周病とからだの病気②

あけましておめでとうございます。

今年も夢デンタルクリニックは皆様にご愛顧いただき、皆様に支えられて

診療をご提供することができます。本当に感謝申し上げます。

私の事を信頼して通院してくださるステキな患者様に囲まれて、

私の事を信頼して一緒に働いてくれるステキなスタッフ達に囲まれて、

思う存分自分の力を診療に注ぎ込むことができます。

「患者様の幸せのために自分の腕を活かすことができる」

という事が私の幸せです。

本年も、皆様と一緒に健康を築き上げ、

皆様と一緒に幸せになりたいと存じております。

よろしくお願い申し上げます。

新年にあたり

院長 大久保弘道からのご挨拶



・休診日のお知らせ・

トランプゲームの会
Ｇ-コンセプト

 1月  8日(水) 19:00～21:00
 2月  5日(水) 19:00～21:00
 3月  4日(水) 19:00～21:00
参加費： 一般 3,000円
　　（高校生 2,000円、中学生以下 1,000円）

場　所： 夢デンタルクリニック
　　　　2 階ミーティングルーム

発行元

夢デンタルクリニック
札幌市西区西野3条７丁目
5ー１５

011- 667- 4618
〈診療時間〉

月・火・木
水・金

休診日 : 土・日・祝

9:30 -18:30
9:30 -17:00

☎

●12月28日（土）～ 1月5日（日）　正月休み
●  1月29日（水）　職員研修のため休診

幸せを呼ぶトランプゲームの会を開催しています。

歯周病とからだの病気②

高額な医療費が掛かった場合に、医療費の
一部を還付する制度として、医療費控除制
度（所得税還付申告）があります。

給与や年金から所得税が天引き(源泉徴収)
されている場合に、払いすぎた税金の一部
が還付される制度です。

インプラントなどの自費治療を行った場
合も適応になります。

還付される税額は、所得税の税率によって
異なり、税率30％の方の場合は治療費の約
30％程度が還付されます。

還付を受けるためにはご自身で医療費の
領収書を保管し、税務署で還付申告を行う
必要があります。

令和元年分の所得税等の確定申告の相談
及び申告書の受付は、令和２年2月17日
（月）から3月1６日（月　）までです。

領収証を紛失した方は再発行いたします
ので、受付までお申し出ください7。

医療費控除制度
（所得税還付申告）

をお受けください

もうすぐ確定申告の時期がやってきます
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